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多
様
な「
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
像
」に
関
す

る
研
究
報
告
書
、公
表
─
監
査
役
協
会

監
　
　
査

証
　
　
券

株
主
提
案
に
関
す
る
規
則
の
改
正
、

公
表
─
Ｓ
Ｅ
Ｃ

去
る
９
月
23
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
株
主

総
会
の
招
集
通
知
に
含
ま
れ
る
株
主

提
案
に
つ
い
て
の
規
則
を
近
代
化
す

る
た
め
の
改
正
を
承
認
し
た
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
提
案
株
主
、

会
社
そ
し
て
そ
の
他
の
株
主
と
の
間

の
関
与
が
促
進
さ
れ
、少
数
株
主
が
、

継
続
的
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
会
社

の
委
任
勧
誘
状
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
。

改
正
の
内
容

主
要
な
改
正
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

⑴　
提
案
で
き
る
株
主（
１
９
９
８

年
以
来
の
改
正
）

提
案
で
き
る
株
主
に
つ
い
て
、
現

行
の
規
則
（
株
式
を
少
な
く
と
も
１

年
間
に
わ
た
り
、
最
低
限
２
、０
０
０

ド
ル
ま
た
は
１
％
を
保
有
す
る
株
主
）

を
次
の
い
ず
れ
か
に
変
更
す
る
。

・
株
式
を
少
な
く
と
も
３
年
間
に
わ

た
り
２
、０
０
０
ド
ル
以
上
保
有
す

る
株
主

・
株
式
を
少
な
く
と
も
２
年
間
に
わ

た
り
１
５
、０
０
０
ド
ル
以
上
保
有

す
る
株
主

・
株
式
を
少
な
く
と
も
１
年
間
に
わ

た
り
２
５
、０
０
０
ド
ル
以
上
保
有

す
る
株
主

た
だ
し
、
現
行
の
条
件
を
満
た
す

「
株
式
を
少
な
く
と
も
１
年
間
に
わ

た
り
、
２
、０
０
０
ド
ル
以
上
保
有

す
る
株
主
」
に
つ
い
て
は
、
経
過
措

置
が
適
用
さ
れ
る
。

⑵　

提
案
が
承
認
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
の
そ
の
後
の
再
提
出

（
１
９
５
４
年
以
来
の
改
正
）

そ
の
後
の
総
会
で
再
提
出
す
る
た

め
に
必
要
な
、
そ
の
提
案
に
賛
成
し

た
株
主
の
割
合
を
次
の
よ
う
に
変
更

す
る
。

・
１
回
の
再
提
出
（
３
％
か
ら
５
％

に
変
更
）

・
２
回
の
再
提
出
（
６
％
か
ら
15
％

に
変
更
）

・
３
回
の
再
提
出
（
10
％
か
ら
25
％

に
変
更
）

適
用
関
係

こ
の
改
正
は
、
連
邦
官
報
掲
載
後

60
日
後
に
効
力
が
発
生
し
、
２
０
２
２

年
１
月
１
日
以
後
開
催
さ
れ
る
株
主

総
会
の
株
主
提
案
に
適
用
さ
れ
る
。

去
る
９
月
24
日
、
日
本
監
査
役
協

会
は
、
本
部
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
研
究

会
「
多
様
な
『
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
像
』

に
関
す
る
研
究
―
そ
の
現
状
と
課

題
―
」（
以
下
、「
本
報
告
書
」
と
い

う
）
を
公
表
し
た
。

本
報
告
書
の
概
要

本
報
告
書
は
、
多
様
な
監
査
役
ス

タ
ッ
フ
像
が
存
在
し
て
い
る
現
実

を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
個
々
人
、

ま
た
は
個
社
の
置
か
れ
て
い
る
監

査
環
境
の
違
い
や
多
様
性
を
明
確

に
意
識
す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の

監
査
役
ス
タ
ッ
フ
に
広
く
活
用
さ

れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た

研
究
活
動
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
。

具
体
的
に
は
、
監
査
役
ス
タ
ッ
フ

の
職
務
内
容
に
大
き
な
影
響
を
与

え
る
要
素
と
し
て
ス
タ
ッ
フ
数
に

着
目
し
、
議
論
や
意
見
交
換
を
行
う

た
め
の
チ
ー
ム
を
次
の
３
つ
の
セ

グ
メ
ン
ト
に
分
類
し
た
。

・
Ａ
類
型
：
ス
タ
ッ
フ
数
が
１
名
相

当
以
下
（
専
任
ス
タ
ッ
フ
が
１
名

も
し
く
は
複
数
兼
任
ス
タ
ッ
フ
）

・
Ｂ
類
型
：
ス
タ
ッ
フ
数
が
３
名
相

当
未
満
（
専
任
ス
タ
ッ
フ
２
名
が

中
心
）

・
Ｃ
類
型
：
ス
タ
ッ
フ
数
が
３
名
相

当
以
上
（
専
任
ス
タ
ッ
フ
３
名
以

上
）

本
部
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
研
究
会
メ

ン
バ
ー
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
も
と
に

検
討
が
行
わ
れ
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

の
補
強
の
目
的
で
、
前
記
の
３
セ
グ

メ
ン
ト
を
切
り
口
に
し
た
再
集
計
を

行
い
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
分
析
も

行
っ
て
い
る
。

本
報
告
書
の
構
成

本
報
告
書
の
構
成
は
次
の
と
お

り
。

１　
監
査
計
画
の
策
定
等

２　
重
要
会
議
（
＝
取
締
役
会
、
経

営
会
議
等
）
へ
の
出
席

３　
代
表
取
締
役
と
の
会
合

４　
役
職
員
か
ら
の
報
告
聴
取 

５　
実
地
調
査
（
＝
往
査
の
実
施
）

６　
監
査
調
書
の
作
成

７　
子
会
社
監
査
役
等
と
の
連
携

８　
内
部
監
査
部
門
と
の
連
携

９　
会
計
監
査
人
と
の
連
携

10　
各
監
査
役
の
監
査
報
告
の
作
成

11　
監
査
役
会
等
の
監
査
報
告
の
作

成
12　
株
主
総
会
対
応

検
討
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
た

傾
向
や
課
題

ス
タ
ッ
フ
数
が
多
い
ほ
ど
、
監
査

役
等
に
対
し
、
よ
り
き
め
細
か
な
サ

ポ
ー
ト
が
行
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
当
初
の
予
想
は
、
ほ
ぼ
そ
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。
他
に
も
監
査
役
ス

タ
ッ
フ
が
置
か
れ
た
環
境
に
よ
り
、

次
の
よ
う
な
傾
向
や
課
題
も
浮
か
び

上
が
っ
た
。

①　
監
査
役
等
と
監
査
役
ス
タ
ッ
フ

と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

②　
監
査
役
ス
タ
ッ
フ
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

③　
機
関
設
計
に
よ
る
違
い

金
　
　
融

円
高
の
根
底
に
日
米
の
金
融
政
策
の

違
い

為
替
市
場
で
ド
ル
／
円
相
場
が
下

落
方
向
、
円
高
に
振
れ
や
す
い
場
面

と
な
っ
て
い
る
。
２
０
１
２
年
12
月

の
第
２
次
安
倍
政
権
発
足
直
前
に
、
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セ
ー
タ

投
資
の
ハ
ナ
シ

裏
　
表

　

 

三
田　

哉

オ
プ
シ
ョ
ン
の
セ
ー
タ
（
価
格
の
時

間
微
分
。
わ
か
り
や
す
い
言
い
方
で

は
、
時
間
経
過
に
伴
う
価
格
の
変
化
）

に
つ
い
て
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
、
そ

の
時
に
気
づ
い
た
話
で
あ
る
。

ダ
ウ
ン
＆
ア
ウ
ト
コ
ー
ル
オ
プ
シ
ョ

ン
の
セ
ー
タ
は
常
に
正
（
残
存
時
間

の
減
少
と
と
も
に
減
価
す
る
と
い
う

意
味
。
時
間
経
過
を
逆
向
き
に
と
っ

て
負
と
す
る
定
義
も
あ
る
）
な
の
か
？

と
い
う
こ
と
が
焦
点
と
な
っ
た
。
真
っ

先
に
思
っ
た
の
は
、
通
常
の
コ
ー
ル

オ
プ
シ
ョ
ン
と
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
か

ら
、
常
に
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で

き
る
か
？　
と
い
う
こ
と
で
、
25
年
ぶ

り
に
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
格
式
の
微
分
を

や
っ
て
み
た
。
結
果
を
み
る
と
、
常

に
正
と
は
い
え
そ
う
に
な
い
。
た
と

え
ば
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
の
と
き
に
は
明

ら
か
に
正
で
は
な
い
セ
ー
タ
が
得
ら
れ

る
。
単
純
な
コ
ー
ル
オ
プ
シ
ョ
ン
な
ら

ば
セ
ー
タ
は
常
に
正
で
あ
る
が
、
ノ
ッ

ク
ア
ウ
ト
が
つ
く
と
そ
う
で
な
く
な
る

と
い
う
こ
と
な
の
か
？

と
こ
ろ
が
、
単
純
な
コ
ー
ル
オ
プ

シ
ョ
ン
の
セ
ー
タ
の
式
を
よ
く
み
て
み

る
と
、
こ
れ
も
常
に
正
と
は
な
ら
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
単
純
な
コ
ー
ル
オ

プ
シ
ョ
ン
の
セ
ー
タ
は
次
の
と
お
り
。

密
度
関
数
φ
、
分
布
関
数
Ｎ
は
負

に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
こ

の
関
数
の
値
は
正
と
な
る
。
つ
ま
り
、

「
セ
ー
タ
は
常
に
正
で
あ
り
、
行
使

期
限
ま
で
の
時
間
が
延
び
る
と
、
コ
ー

ル
オ
プ
シ
ョ
ン
の
価
格
は
増
え
る
。
時

間
が
減
れ
ば
価
格
は
減
少
す
る
」
…

と
結
論
が
出
そ
う
だ
が
、
そ
う
は
な

ら
な
い
。
ダ
ウ
ン
＆
ア
ウ
ト
で
気
づ
い

た
こ
と
だ
が
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
で
は
明

ら
か
に
そ
う
な
ら
な
い
。
第
２
項
が

負
に
な
る
わ
け
で
、
単
純
な
オ
プ
シ
ョ

ン
の
セ
ー
タ
は
正
と
い
う
先
入
観
は

間
違
い
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
実
は
簡
単
に
気
づ
く
べ

き
話
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
物
を

考
え
れ
ば
よ
い
。
先
物
価
格
Ｆ
は

F=Se
rt

で
表
さ
れ
る
。
先
物
は
資
金
が
不

要
だ
か
ら
、
借
入
れ
資
金
の
金
利
負

担
が
不
要
に
な
る
分
、
現
物
価
格
Ｓ

よ
り
も
金
利
分
の
差
異
が
生
じ
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
れ
を
時
間
で
微
分
し
て
セ
ー
タ

（
先
物
で
も
セ
ー
タ
と
呼
ぶ
の
か
は

知
ら
な
い
が
）
を
導
出
す
る
の
は
高

校
数
学
の
範
囲
だ
。

dF/dt=re
rt

と
な
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
、
金
利

が
負
な
ら
セ
ー
タ
は
負
と
な
る
。
つ

ま
り
、
満
期
に
向
か
っ
て
価
格
は
増
加

す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
も
そ
も
「
先
物
買
い
は
借
入
れ
資

金
の
金
利
負
担
が
不
要
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
」
と
い
う
発
想
は
マ
イ
ナ
ス

金
利
の
世
界
で
は
逆
に
な
る
こ
と
に
気

を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
イ
ナ

ス
金
利
の
世
界
で
は
「
借
入
れ
金
利

収
入
の
メ
リ
ッ
ト
を
放
棄
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
発
想
に
な
る
。
だ

か
ら
、
先
物
は
現
物
よ
り
も
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
と
な
っ
て
、
時
間
経
過
に
よ
っ

て
価
格
が
増
加
し
て
い
く
（
デ
ィ
ス
カ

ウ
ン
ト
が
減
少
す
る
）
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
そ
う
難
し
く
は
な
い
。

コ
ー
ル
オ
プ
シ
ョ
ン
も
こ
れ
と
ま
っ

た
く
同
じ
で
、
デ
ィ
ー
プ
・
イ
ン
・
ザ
・

マ
ネ
ー
状
態
で
考
え
れ
ば
、
マ
イ
ナ

ス
金
利
で
は
セ
ー
タ
が
負
に
な
る
こ
と

は
簡
単
に
予
想
で
き
る
。

１
ド
ル
／
円
は
70
円
台
を
つ
け
る
ま

で
円
高
方
向
に
振
れ
て
い
た
が
、
安

倍
政
権
誕
生
と
同
時
に
、
２
０
１
５

年
６
月
に
は
１
２
５
円
ま
で
円
安
が

進
ん
だ
。
そ
の
後
徐
々
に
変
動
幅
を

狭
め
、
直
近
の
１
年
で
は
お
お
む
ね

１
０
５
円
～
１
１
０
円
の
レ
ン
ジ
内

取
引
に
終
始
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
９
月
後
半
に
入
っ
て
、

１
０
４
円
台
で
の
取
引
が
多
く
な
っ

て
い
る
。
円
高
要
因
は
い
く
つ
か
考

え
ら
れ
る
。
ま
ず
８
月
の
米
連
邦
準

備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
パ
ウ

エ
ル
議
長
講
演
、
な
ら
び
に
同
日
公

表
さ
れ
た
米
連
邦
公
開
市
場
委
員
会

（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
に
よ
る
政
策
指
針
の

修
正
だ
。
こ
れ
ま
で
の
２
％
の
イ
ン

フ
レ
率
目
標
に
つ
い
て
、
こ
の
水
準

に
到
達
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、

一
定
期
間
の
平
均
で
み
て
２
％
が
維

持
さ
れ
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に

は
、
２
％
を
下
回
る
期
間
が
続
け
ば

そ
の
分
２
％
を
上
回
る
期
間
が
維
持

で
き
る
よ
う
に
金
融
政
策
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
意
味
と
さ
れ

る
。イ

ン
フ
レ
率
を
み
る
際
に
Ｆ
Ｒ

Ｂ
が
用
い
る
指
標
は
個
人
消
費
支

出
（
Ｐ
Ｃ
Ｅ
）
で
あ
り
、
２
０
１
８

年
秋
以
降
は
２
％
を
下
回
る
展
開
が

続
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
時
点
で

も
、
少
な
く
と
も
２
０
２
２
年
秋
ま

で
は
２
％
超
を
目
標
に
金
融
政
策
を

運
営
す
る
こ
と
に
な
り
、
利
上
げ
は

２
０
２
３
年
以
降
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。

円
高
傾
向
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
金

融
緩
和
策
の
強
化
に
加
え
て
、
現
時

点
で
日
本
の
金
融
緩
和
策
強
化
の
兆

候
の
弱
さ
が
要
因
と
の
見
方
も
あ

る
。
金
融
・
財
政
政
策
を
大
き
く
掲

げ
て
出
発
し
た
安
倍
政
権
と
異
な

り
、
菅
政
権
で
は
個
別
企
業
や
組
織

の
政
策
が
注
目
さ
れ
、
マ
ク
ロ
経
済

政
策
は
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
な

い
。
今
回
の
菅
政
権
へ
の
移
行
は
、

金
融
緩
和
策
強
化
の
視
点
か
ら
は
、

プ
ラ
ス
に
働
い
て
い
な
い
と
の
声
も

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
ル
売
り
の
資
金

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

再
拡
大
や
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
協

定
の
修
正
問
題
な
ど
を
抱
え
る
欧
州

よ
り
、
目
先
の
円
に
向
か
い
や
す
い

環
境
と
な
っ
て
い
る
と
の
見
方
も
あ

る
。

証
　
　
券

菅
新
政
権
下
で
動
き
出
し
た
株
式
市
場

株
式
市
場
に
と
っ
て
政
権
交
代

は
大
き
な
材
料
と
さ
れ
る
。
新
政

権
が
登
場
す
る
と
、「
ご
祝
儀
相
場
」

が
出
現
す
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
市

σ
2√t

Sφ（ξ） + rKe-rt N（ξ－σ√t）

ξ= ln SK + r+
σ2

2 t /σ√t（ ）
S：原資産価格
K：行使価格
σ：ボラティリティ
ｔ：行使期限までの時間
ｒ：金利
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特集

第１章

第２章

第３章

令和２年度税制改正で電子帳簿保存法が見直され、電子取引に係るデータの保存の規制が
緩和された。この10月１日から施行される。コロナ禍をきっかけとしたDXへの取組みが加速
するなか、今後電子取引は拡大していくと思われるが、経理関係書類の電子化に向けては、電
子帳簿保存法への対応も検討したいところだ。
そこで本特集では、昨今の経理分野のDXのポイントについて概括したうえで、今回改正さ
れた電子取引に係るデータ保存の実務上の留意点をまとめていただいた。また、電子帳簿保
存法への対応にはスキャナ保存の検討も欠かせないため、その制度概要と導入上の留意点に
ついてもあわせて解説していただいた。

電子帳簿保存法の
実務対応ポイント

リモートワーク対応で注目浴びる

BCP対策としても注目
経理分野のDXの方向性と
電子帳簿保存法への対応

改正法に基づく保存要件・方法等を総まとめ
電子取引に係るデータ保存の
実務上の留意点

業務フローの設定のしかたが鍵
スキャナ保存の制度概要と
導入上の留意点

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2020年 
9月16日

クライメート・イノベーショ
ン・ファイナンス戦略2020 

（環境イノベーションに向け
たファイナンスのあり方研
究会　中間取りまとめ）

経産省

政府の気候変動対策へのコミットメント、企業の積極的な情報開示、資金の出し手
によるエンゲージメントの３つの基盤を整備し、トランジション、グリーン、革新
イノベーションへ同時にファイナンスを推進することで、SDGｓやパリ協定の実
現を目指す取組みの方向性について取りまとめたもの。
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200916001/20200916001.html

―

2020年 
9月24日

環境と成長の好循環に向けた
コロナ後の経済社会の再設
計（Redesign）―脱炭素社
会実現に向けた環境省・経
団連の連携に関する合意―

環境省・ 
経団連

持続可能な経済社会を再設計し、環境と成長の好循環を創出するために、環境省と
経団連が連携を図るもの。脱炭素社会の実現、パリ協定に基づくNDC達成に向け
た主体的取組みの実行、ESG金融の推進・環境整備等を行うとしている。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/084.html

―

場
の
期
待
に
沿
う
よ
う
な
政
策
が
予

想
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、

菅
政
権
成
立
時
に
株
価
の
大
き
な
上

昇
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

菅
新
首
相
は
７
年
８
カ
月
続
い
た

安
倍
政
権
で
官
房
長
官
と
い
う
要
職

を
務
め
た
こ
と
か
ら
予
想
さ
れ
た
と

お
り
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
継
承
を
軸
と

す
る
こ
と
を
訴
え
た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
は
株
価
回
復
・
上
昇
を
実
現
し
た

こ
と
で
、
株
式
市
場
に
と
っ
て
プ
ラ

ス
に
働
く
政
策
だ
っ
た
と
の
声
も
あ

る
。
し
か
し
、
新
鮮
さ
に
欠
け
た
の

か
、
菅
首
相
が
そ
の
継
続
を
訴
え
て

も
マ
ー
ケ
ッ
ト
へ
の
大
き
な
イ
ン
パ

ク
ト
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
、
規
制
緩
和
・
規
制
改
革
の

波
及
効
果
に
つ
い
て
、
現
在
、
浮
上

し
て
い
る
の
は
携
帯
電
話
料
金
の
値

下
げ
問
題
だ
が
、
す
で
に
大
手
通
信

会
社
の
株
価
は
下
落
気
味
で
あ
り
、

料
金
値
下
げ
で
浮
か
ぶ
企
業
の
姿
は

不
透
明
と
の
声
も
あ
る
。

菅
新
政
権
下
の
株
式
市
場
と
株
価

は
、
こ
れ
か
ら
の
景
気
と
企
業
収
益

次
第
と
の
見
方
が
あ
る
。
景
気
は
４

―
６
月
期
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
落
込
み
が
底

と
な
り
、
７
―
９
月
期
か
ら
は
回
復

傾
向
と
の
見
方
が
強
い
。
落
込
み
を

も
た
ら
し
た
一
因
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
の

社
会
・
経
済
活
動
の
制
限
、
自
粛
要

請
で
あ
っ
た
。
反
対
に
、
初
秋
の
旅

行
制
限
の
緩
和
に
よ
る
人
出
の
急
増

は
、
制
限
・
自
粛
を
緩
和
す
れ
ば
経

済
が
活
気
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

た
だ
、
感
染
の
収
束
が
な
か
な
か

み
え
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
も

再
び
社
会
・
経
済
活
動
の
制
限
に
逆

戻
り
と
い
う
不
安
は
消
え
な
い
。
企

業
収
益
も
最
悪
期
を
超
え
た
と
い
い

な
が
ら
、
は
っ
き
り
と
し
た
予
想
を

立
て
ら
れ
な
い
状
況
が
続
く
と
さ
れ

て
い
る
。

も
と
よ
り
現
在
の
株
式
市
場
は
国

際
的
に
連
動
し
て
い
る
。
わ
が
国
の

市
場
が
順
調
な
展
開
を
す
る
た
め
に

は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
主

要
国
の
市
場
が
大
き
な
動
揺
に
見
舞

わ
れ
な
い
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
世
界
的
な
感
染
状
況
が
鍵
を

握
っ
て
い
る
。

経理用語の豆知識
グループ通算制度

2020年3月に法人税法が改正され、従来の連結納税制
度が見直されてグループ通算制度に移行することとされ
た。グループ通算制度の適用対象となる企業は、改正法人
税法の成立日以後に終了する事業年度の決算（四半期決
算を含む）において、グループ通算制度の適用を前提とし
て繰延税金資産の回収可能性の判断を行う必要がある。
連結納税制度では、連結納税の範囲に含まれる連結会
社群が法人税法上の同一の納税主体となることを前提と
しているのに対し、グループ通算制度では、企業グループ
内の各法人を納税主体として各法人が個別に法人税額の
計算および申告を行い、損益通算等の調整を行うこととさ
れている。グループ通算制度に関する税効果会計の取扱
いについては、繰延税金資産の回収可能性の判断に関す
る考え方が必ずしも明らかではないことから、改正前の税
法の規定に基づくことができるとする特例的な取扱いが
定められている。

顧客との契約から生じた債権および重要な会計方針の注記

顧客から対価を受け取る前または対価を受け取る期限
が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転した場
合には、収益を認識し、契約資産または顧客との契約から
生じた債権を貸借対照表に計上する。契約資産と顧客と
の契約から生じた債権のそれぞれについて、貸借対照表
に他の資産と区分して表示しない場合には、それぞれの残
高を注記する。
顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針

には、①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
（企業が顧客に移転することを約束した財またはサービ
スの内容）、②企業が当該履行義務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）がある。②については、（ⅰ）
履行義務を充足する通常の時点、（ⅱ）一定の期間にわた
り充足される履行義務について、使用した方法等、（ⅲ）一
時点で充足される履行義務について、約束した財または
サービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する
際に行った重要な判断、を記載する。

お
詫
び
と
訂
正

本
誌
２
０
２
０
年
10
月
１
日
号（
№

１
５
９
０
）特
別
企
画
に
て
掲
載
内
容

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
読
者
の
皆

様
に
謹
ん
で
お
詫
び
す
る
と
と
も
に
、

次
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

◆
44
頁
図
表
４「
電
子
署
名
法
上
の

分
類
」内
に
お
け
る「
ⅲ
指
図
型
」

の「
推
定
効
」の
欄

（誤）
　「
×（「
十
分
な
水
準
の
固
有
性
」

を
充
足
す
る
場
合
に
肯
定
）」

（正）
　「
〇（「
十
分
な
水
準
の
固
有
性
」

を
充
足
す
る
場
合
に
肯
定
）」


